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【出席者】 

区 分 氏   名 所 属 団 体 等 

委 員 長 鈴木 美佐子 北海学園大学法学部教授 

委  員 内田 賢悦 北海道大学大学院工学研究院教授 

委  員 葛西 さとみ 行政書士カサイ・オフィス 

委  員 金坂 由美子 税理士法人金坂会計事務所 

委  員 齊藤 拓男 (株)道新デジタルメディアメディアプランナー 

委  員 竹内 弘雄 公認会計士竹内事務所 

委  員 武岡 明子 札幌大学地域共創学群教授 

 

 

 

【事務局(北海道)】 

 総合政策部計画推進担当局長           谷内 浩史 

 総合政策部政策局計画推進課長          石川 政宣 

ほか 
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１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）平成３０年度政策評価の結果（案）について 

 平成３０年度政策評価の結果（案）について、基本評価と特定課題評価に係る報告

内容について審議した。 

（事務局より資料１及び資料２に基づき説明） 

  

＜審議＞ 

【竹内委員】 

・二次政策評価の結果について、資料 1 の 2（1）施策評価と関連する事務事業で、

「二次政策評価等検討チームが重点的に点検・検証」と書かれている。この二次政

策評価等検討チームの構成について、主体は計画推進課であると思うが、関連部局

や施策の当事者など、どのような部署が入っているのか。 

 

【事務局】 

・二次政策評価等検討チームについては総合計画を所管する総合政策部計画推進課、

人口減少対策を進める北海道創生総合戦略を所管する部局、北海道強靭化計画を所

管する部局、計画についてはこの三つになる。その他に全庁的な観点で財政担当部

局、人事担当部局、それから関与団体を所管している法人団体課が入っている。 

 

【竹内委員】 

・第三者が外側で言っているわけではなく、当事者も中に入って、評価の議論に加わ

っているという理解で良いか。 

 

【事務局】 

・お見込みのとおり。 

  

【葛西委員】 

・特定課題評価の評価結果について、前回の基本評価等専門委員会の意見を踏まえ、

将来的に評価区分の表記方法や、事業の方向性をより的確に表すことを検討すると

のことだが、どのような形で検討し、その内容が示されていくのか。 

 

【事務局】 

・前回の基本評価等専門委員会では様々な意見をいただいたところ。我々も政策評価

の仕組みについては、意見を踏まえて、毎年度検討していかなければならないと重

く受け止めている。 
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・検討については、内容によって、すぐできるもの、中期的に取り組むもの、また長

期的に検討が必要なものに分かれると思うが、事務局としては、できるだけ早く考

え方を整理した上で、その手法について評価委員会の中で議論いただくなど、実施

に向けて進めていきたい。可能なものについては、早ければ来年度の評価から実施

したい。 

 

【鈴木委員長】 

・前回の基本評価等専門委員会では割と踏み込んだ、具体的な指摘も数多くいただい

たところであるが、評価結果にあまり詳細に書くと、今後の議論がその内容に縛ら

れてしまう恐れもあるので、概括的に表現したという理解でよろしいか。 

 

【事務局】 

・お見込みのとおり。 

 

【竹内委員】 

・資料 2「二次政策評価の結果」の P19「前年度評価結果への対応」については、前年

度課題のあった事務事業に関しての再度のフォローかと思うが、経済部で見ると、

「今後の取組の方向性など」の項目に「平成 30 年度中に」という表現が多く見受け

られる。 

 

・当事者を含め、どこまで詳細に議論しているかはわからないが、表現として経済部

は「平成 30 年度中に」というのが目につくが、他部局はそうでもない。また他の意

見区分でもこのような表現は見受けられない。これは事務事業の内容的に表現が難

しいのか、それとも初年度の指摘だからなのか。感触も含めて説明願う。 

 

【事務局】 

・委員ご指摘のとおり、二次政策評価等検討チームとして問題意識を持ち、各部局と

調整する中で意見を付しているわけだが、「前年度評価結果への対応」に関する意

見については、前年度も意見を付しており、各部局が年度の中で進める検討がさら

に加速するよう後押しとなるような意見を付している。いつまでにこの取組を進め

るといった内容を、部局の取組に重ねる形で意見している。 

 

・その前の、例えば P18「事務事業の有効性」については、今まさに緊急的にやらな

ければならないものなどについて、意見を付している。翌年度に向けすぐ検討する

よう促すイメージ。 
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・また、例えば P20 下段「関与団体の自立化を推進するよう意見を付したもの」につ

いては、相手方の関与団体がいるわけで、関与団体を所管する部局が責任を持って

関与団体と調整していくこととなるので、他の意見から見ると少し時間がかかる傾

向があるのでは、と受け止めている。 

 

【竹内委員】 

・では P19「前年度評価結果への対応」については、前年から引き続いているので、

トーンとしては強めだということか。 

 

【事務局】 

・お見込みのとおり。 

 

【武岡委員】 

・二次政策評価結果で意見を付された 9 施策 14 事務事業は、どのように選定されたの

か。二次政策評価等検討チームが全ての施策を見てその中から選んだのか、それと

も一次評価で「課題等はあるが引き続き推進」とされた 43 施策から選定されたの

か。 

 

【事務局】 

・一次評価では担当部局が点検・検証し、その結果も踏まえて方向性を出しているこ

とから、二次評価ではそれに重ねて意見を付すことは基本的に行わない整理をして

いる。その上で総合計画の推進上、どうしても経済社会情勢であるとか、道民ニー

ズを踏まえた時に、取組を加速しなければならない時に二次評価意見を付してい

る。 

 

・指標が極端に悪いとか、計画期間を見たときに取組を加速しなければ目標が達成で

きないとか、また、エネルギーの問題やアイヌ文化など、ちょうど時機を得ている

もの、取組を加速すべきものについて意見を付しているという整理。あくまでも全

てを見て、必要な事柄について意見を付している。 

 

【武岡委員】 

・前回の基本評価等専門委員会で、今年度の特定課題評価について具体的な指摘があ

ったかと思うが、それが資料 2 の P4「評価内容等」にはあまり盛り込まれていな

い。 

 

・あれらの指摘を踏まえて評価手法をブラッシュアップしていけば、さらにより良い

評価になると思う。報告書には記載されていないが、事務局の中では蓄積をして、

来年度以降、評価に活かしていただきたい。 
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【鈴木委員長】 

・P22「特定課題評価」の「2 政策評価委員会意見」に具体的に記載されていないとの

指摘だと思うが、前回の意見は議事録として残っており、目配りをしながら来年度

に向けて検討をするという説明も先ほどあったかと思う。 

 

【齊藤委員】 

・ここ数年、評価手法や評価の項目なども改良されていて、段々良くなっているが、

その中で、毎年マイナーチェンジしていく中で、各部局の方でも色々と感じること

や、もっとこうすれば良いと考える点もあるかと思う。 

 

・絶えずそういった意見を聞きながら、反映・改良をしていると思うが、評価制度を

変えていく中でどこかのタイミングで原課に対して、どのように感じているのか、

こう変えたらいいのではないかという意見があれば、次年度以降取りまとめ、その

内容を共有できれば、今後の改良に向けてヒントになると思うので、検討願う。 

 

【鈴木委員長】 

・以前は施策と事務事業を別々に膨大な数の評価調書を見ていたので、作成する側も

大変だったかと思うが、段々改善されてきて、今年度の手法について各部局がどの

ような意見を持っているのかという指摘だと思う。来年度、同じような形式で評価

することになるかと思うので、その時に少し触れてみると良いのではないか。 

 

【野呂委員】 

・資料 2「事務事業ごとの評価結果」の P12 の経済部「食関連産業の振興」につい

て、ヘルシーDo の認定件数の増加に必要な取組として 3 つ同じ関連事務事業が選定

されており、方向性は「終了」とあるが、P17 の二次評価結果の施策評価意見では

「増加に向け、実効性のある取組を検討」となっている。 

 

・P12 の関連事務事業の方向性は「終了」となっているが、評価調書の文面から抜粋

すると「関連する事務事業は今年度で終了予定であることから、新たな取組につい

て検討を行う」とあり、おそらく、事業の名称は変わるが新しく事業は立ち上がる

と思われるが、今年度で終了予定のものに対して、二次評価意見を付しているの

か。もしそうであるならば、「継続して」など補足をせずに方向性の「終了」だけ

を見ると、食関連産業の施策自体が「終了」するように見えてしまう。 
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・他の施策の関連事務事業においても「終了」となっているのは、北海道 150 年事業

以外はほぼ全て「新たな取組みについて検討を行う」とあり、必要である事業が今

年度終了予定であるならば、来年度以降も継続していくことについて、書き方をも

う少し考えた方がいいのではないか。方向性として「終了」という表現は違和感が

ある。 

 

・次に、P21 下段の、その他の事務事業評価意見「国に対する制度改正要望のほか、

助成水準や受益者負担の見直しなど道負担の縮減に向けた検討を行うよう意見を付

したもの」について、意見を付された事務事業に教育や福祉に関わるものが多く見

受けられるが、「受益者負担の見直し」という部分が受益者への負担を増やすとい

うイメージにとれ、今の社会情勢にあっていないという違和感がある。どのような

意図なのか。 

 

【事務局】 

・これまでは事務事業を単体で見ていたため、ご指摘のとおり事務事業で「終了」と

記載されていると、社会情勢的には拡充していかなければならないものであっても

終了とだけ見えていたところだが、今回は施策評価と連動させたことで、その先ま

で表現できるようになった。 

 

・我々の意図としては施策全体としては新たな取組や、取組の充実を図るけれども、

単独の事務事業は終了するので新たな取組を検討するという整理。ただ、ここで記

載されている「終了」は意味的には「再構築に向け終了」で省略されているため、

わかりにくい表現となっていた。 

 

・次に、「受益者負担の見直し」の表現については、受益者の負担軽減も含め、国に

対して制度改正について要望することに関する意見。 

 

【鈴木委員長】 

・この内容を読むと受益者負担を増やすように読めるということ。 

 

【事務局】 

・誤解をされないよう工夫が必要かもしれない。 

 

【鈴木委員長】 

・この資料では、類似の意見として詳細が記載されていないが、具体的にはどのよう

な内容なのか。 
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【事務局】 

・例えば、医療費の助成について国に新たな制度を創設してもらい、道の負担を少な

くする等、そういった意味で書いている。様々なケースがあるが、ベースとしては

国であれば制度の創設、団体経由であれば団体の自主財源を増やし、道の負担を少

なくするなど。 

 

・記載内容の見直しについて、要望は国に対する制度改正だけではないので、表現に

ついては後ほど整理する。 

 

【葛西委員】 

・一次評価の内容があまりにも大雑把すぎて、1 か 0 か、「概ね順調に展開」とか、

中身がよくわからない中で、いきなり二次評価でこの中から 9 施策と 14 事務事業が

「さらに取組が必要なもの」や「緊急性・優先性」で意見が付されているが、もっ

とわかりやすくすべき。 

 

・一次評価の段階では進捗度合いとか達成度の分析とかは出ているが、この中では

「さらに取組が必要である」とか「緊急性を要する」などが出てこないので、一次

評価をもう少し、一般の第三者が見ても明らかに取組の必要性などがわかるよう

に、細分化された評価区分というものを確立する必要があるのではないか。 

 

・いきなり二次評価で事業が選定され、さらに取組が必要とか、緊急性が高いと言わ

れても、本当にそうなのかと思ってしまう。もっとわかりやすい一次評価の評価区

分を提示して欲しい。 

 

【鈴木委員長】 

・これらについては、特定課題評価で審議された部分であり、委員会意見として評価

結果にも含まれていることから、来年度に向けて充分に検討を重ねていただきた

い。 

 

【竹内委員】 

・評価方法などまだブラッシュアップすべき点はあるが、数年前から比べれば、評価

内容自体は非常に見やすくなり、ストレスがなくなった印象。 

 

＜審議結果＞ 

・政策評価の結果について、委員会での意見を踏まえ事務局において整理すること

とし、基本評価及び特定課題評価の結果についての議論は以上とする。 

 

＜審議終了＞ 
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３ 閉 会 

 


